
              

年
金
か
ら
介
護
保
険
料
な
ど
が
天
引

き
さ
れ
ま
す 

剣
淵
町
で
は
、
年
金
か
ら
介
護
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
住
民

税
が
天
引
き
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
、
高
齢
者
の
ほ
と
ん
ど
の
人

が
何
ら
か
の
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い

る
た
め
、
年
金
か
ら
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
住
民
税
を
天

引
き
す
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
受
給
者

が
個
別
に
各
種
保
険
料
を
金
融
機
関
に

納
め
に
行
か
な
く
て
も
済
む
か
ら
で
す
。 

ま
た
、
担
当
職
員
が
住
民
一
人
ひ
と

り
に
個
別
の
納
付
勧
奨
な
ど
を
行
わ
な

く
て
も
各
種
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
あ
た
っ
て
の
制
限 

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
、
住
民
税
を
年
金
か
ら
天
引
き
す

る
場
合
に
は
、
年
金
の
種
類
や
年
金
額

に
よ
っ
て
一
定
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。 

な
お
、
年
金
か
ら
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
住
民
税
が
天

引
き
さ
れ
る
人
に
は
、
担
当
グ
ル
ー
プ

か
ら
各
種
保
険
料
の
年
金
か
ら
天
引
き

す
る
旨
の
お
知
ら
せ
を
行
う
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

○
介
護
保
険
料 

65
歳
以
上
の
人
の
う
ち
、
老
齢
も
し

く
は
退
職
、
障
害
ま
た
は
死
亡
を
支

給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人
で
あ
っ
て
、
年
間
の
支
給
額
が

18
万
円
以
上
の
人
。 

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

75
歳
以
上
の
人
、
も
し
く
は
65
歳
以

上
75
歳
未
満
で
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
制
度
に
該
当
す
る
人
の
う
ち
、
老

齢
も
し
く
は
退
職
、
障
害
ま
た
は
死

亡
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
で
あ
っ
て
、
年
間
の
支

給
額
が
18
万
円
以
上
の
人
。 

○
住
民
税 

 

65
歳
以
上
の
人
の
う
ち
、
老
齢
も
し

く
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人
で
あ
っ
て
、
年

間
の
支
給
額
が
18
万
円
以
上
の
人
。 

※
右
記
説
明
中
、
「
老
齢
も
し
く
は
退

職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
」
と
い

う
の
は
、
老
齢
基
礎
年
金
も
し
く
は

旧
法
制
度
に
よ
る
老
齢
年
金
・
退
職

年
金
を
指
し
ま
す
（
老
齢
厚
生
年
金

は
天
引
き
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）
。 

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

住
民
税
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
料

が
天
引
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提

条
件
と
な
り
ま
す
。 

 

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
介
護
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
住
民

税
の
金
額
は
、
剣
淵
町
で
決
定
し
て
い

ま
す
。 

          
還
付
金
を
理
由
に
し
た
振
り
込
め
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い 

 

役
場
、
年
金
事
務
所
の
職
員
を
装
い

「
年
金
の
差
額
を
支
払
い
ま
す
」
な
ど

と
言
っ
て
お
金
を
だ
ま
し
と
る
詐
欺
が

多
発
し
て
い
ま
す
。 

電
話
の
内
容
が 

①
還
付
金
の
話
を
し
て
い
る 

②
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
行
く
よ
う
指
示
し
て
い
る 

③
「
今
す
ぐ
手
続
き
を
し
な
い
と
受
け

取
れ
な
く
な
る
」
と
急
が
せ
て
い
る 

④
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
０
１
２
０
）
に

電
話
を
か
け
る
よ
う
指
示
し
て
い
る 

 

こ
の
よ
う
な
場
合
、
詐
欺
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
還
付
金
の
は
な
し
を
う
の
み

に
せ
ず
、
一
度
電
話
を
切
り
、
役
場
や

年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
行
政
機
関
な
ど
が
、
還
付
手
続
き

の
た
め
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
を
お
願
い
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

          

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
―
72
―
５
０
０
２ 


